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◎

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
六
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
行
政
手
続
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
行
政
手
続
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
一
条

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
一
条

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
準

第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
準

用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
行
政
手

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
行
政
手

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

続
法
の
規
定

続
法
の
規
定

第
十
五
条
第
一
項

不
利
益
処
分
の
名
あ
て

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制

第
十
五
条
第
一
項

不
利
益
処
分
の
名
あ
て

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制

人
と
な
る
べ
き
者

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

人
と
な
る
べ
き
者

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第

法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第

五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（

命
令
（
以
下
「
緊
急
禁
止
命

以
下
「
仮
の
命
令
」
と
い
う

令
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け

。
）
を
受
け
た
者

た
者

第
十
五
条
第
一
項
第

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処

当
該
緊
急
禁
止
命
令
等

第
十
五
条
第
一
項
第

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処

当
該
仮
の
命
令

一
号
及
び
第
二
十
条

分

一
号
及
び
第
二
十
条

分

第
一
項

第
一
項

第
十
五
条
第
一
項
第

不
利
益
処
分
の
原
因
と

当
該
緊
急
禁
止
命
令
等
の
原

第
十
五
条
第
一
項
第

不
利
益
処
分
の
原
因
と

当
該
仮
の
命
令
の
原
因
と
な
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二
号
並
び
に
第
二
十

な
る
事
実

因
と
な
っ
た
事
実

二
号
並
び
に
第
二
十

な
る
事
実

っ
た
事
実

四
条
第
一
項
及
び
第

四
条
第
一
項
及
び
第

三
項

三
項

第
十
五
条
第
二
項
第

不
利
益
処
分
の
原
因
と

緊
急
禁
止
命
令
等
の
原
因
と

第
十
五
条
第
二
項
第

不
利
益
処
分
の
原
因
と

仮
の
命
令
の
原
因
と
な
っ
た

二
号
及
び
第
十
八
条

な
る
事
実

な
っ
た
事
実

二
号
及
び
第
十
八
条

な
る
事
実

事
実

第
一
項

第
一
項

第
十
五
条
第
三
項
及

不
利
益
処
分
の
名
あ
て

当
該
緊
急
禁
止
命
令
等
を
受

第
十
五
条
第
三
項
及

不
利
益
処
分
の
名
あ
て

当
該
仮
の
命
令
を
受
け
た
者

び
第
二
十
二
条
第
三

人
と
な
る
べ
き
者

け
た
者

び
第
二
十
二
条
第
三

人
と
な
る
べ
き
者

項

項

第
十
七
条
第
一
項

不
利
益
処
分

緊
急
禁
止
命
令
等

第
十
七
条
第
一
項

不
利
益
処
分

仮
の
命
令

第
十
八
条
第
一
項

不
利
益
処
分
が
さ
れ
た

緊
急
禁
止
命
令
等
に
よ
り

第
十
八
条
第
一
項

不
利
益
処
分
が
さ
れ
た

仮
の
命
令
に
よ
り

場
合
に

場
合
に

害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

害
さ
れ
た

害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

害
さ
れ
た

第
二
十
条
第
一
項

そ
の
原
因
と
な
る
事
実

そ
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

第
二
十
条
第
一
項

そ
の
原
因
と
な
る
事
実

そ
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

第
二
十
六
条

不
利
益
処
分

法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
る
命
令


